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(57)【要約】
【課題】光学式と電子式の両方のファインダを持つハイ
ブリッド型ファインダ装置の使い勝手を良くする。
【解決手段】被写体７０の方向に向けられるファインダ
窓１６と、窓１６から入射する被写体７０の光像を覗く
覗き窓１７と、窓１６と覗き窓１７との間に設けられ被
写体７０の光像を覗き窓１７の方向に透過するハーフミ
ラー６３と、ハーフミラー６３に表示画像を投射して覗
き窓１７の方向に反射させる表示装置６１と、ハーフミ
ラー６３の窓１６側に設けられ被写体７０の光像のうち
の一部領域を遮光するシャッタ手段６２と、撮影レンズ
１３ａを通して撮像素子２１が撮影した被写体の撮像画
像のうちの一部画像に該当する前記光像上の前記一部領
域の位置をパララックス量に基づき算出してシャッタ手
段６２を制御すると共に該一部画像を表示装置６１に表
示し前記光像に重ねる表示制御手段３２とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体の方向に向けられるファインダ窓と、該ファインダ窓から入射する前記被写体の
光像を覗く撮影者側ファインダ覗き窓と、前記ファインダ窓と前記撮影者側覗き窓との間
に設けられ前記被写体の光像を前記撮影者側ファインダ覗き窓の方向に透過するハーフミ
ラーと、該ハーフミラーに表示画像を投射して前記撮影者側ファインダ覗き窓の方向に反
射させる表示装置と、前記ハーフミラーの前記ファインダ窓側に設けられ前記被写体の前
記光像のうちの一部領域を遮光するシャッタ手段と、撮影レンズを通して撮像素子が撮影
した前記被写体の撮像画像のうちの一部画像に該当する前記光像上の前記一部領域の位置
をパララックス量に基づき算出して前記シャッタ手段を制御すると共に該一部画像を前記
表示装置に表示し前記光像に重ねる表示制御手段とを備えるハイブリッド型ファインダ装
置。
【請求項２】
　請求項１に記載のハイブリッド型ファインダ装置であって、前記表示制御手段は、前記
ファインダ窓の位置と前記撮影レンズの位置との相対位置関係と各々の焦点距離とに基づ
き前記パララックス量を算出するハイブリッド型ファインダ装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載のハイブリッド型ファインダ装置であって、前記表示制御
手段は、前記シャッタ手段の前記遮光する一部領域における遮光率を該一部領域の中心領
域から外側領域に向けて徐々に小さく制御する手段を備えるハイブリッド型ファインダ装
置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載のハイブリッド型ファインダ装置であって
、前記表示制御手段は、前記撮像画像の中から主要被写体の画像を検出し、前記一部領域
として前記光像のうち前記主要被写体に該当する光像の領域を遮光すると共に、前記一部
画像として前記主要被写体の撮像画像を前記表示装置に表示するハイブリッド型ファイン
ダ装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載のハイブリッド型ファインダ装置であって
、前記表示制御手段は、前記撮像画像の中から顔画像を検出し、前記一部領域として前記
光像のうち顔の画像を遮光すると共に、前記一部画像として前記顔画像を前記表示装置に
表示するハイブリッド型ファインダ装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載のハイブリッド型ファインダ装置であって
、前記表示制御手段は、前記一部領域を撮影者が指定した領域として前記光像のうちの該
一部領域を遮光し、前記一部画像として前記撮像画像の中の前記一部領域に該当する画像
を前記表示装置に表示するハイブリッド型ファインダ装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載のハイブリッド型ファインダ装置であって
、前記表示制御手段は、前記一部画像を前記表示するとき該一部画像に対して所定の画像
処理を施して表示するハイブリッド型ファインダ装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載のハイブリッド型ファインダ装置であって
、前記表示制御手段は、前記撮像画像の中から主要被写体画像を検出し、前記一部領域と
して前記光像のうち前記主要被写体の画像の拡大領域を遮光すると共に、前記一部画像と
して前記主要被写体画像を拡大した画像を前記表示装置に表示するハイブリッド型ファイ
ンダ装置。
【請求項９】
　請求項８に記載のハイブリッド型ファインダ装置であって、前記主要被写体画像は顔画
像であるハイブリッド型ファインダ装置。
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【請求項１０】
　請求項５に記載のハイブリッド型ファインダ装置であって、前記表示制御手段は、２段
シャッタレリーズボタンの第１段シャッタのロック前は前記撮像画像から検出した顔画像
の検出枠だけを前記表示装置に表示し、該ロック後に前記一部画像として前記顔画像を前
記光像に重ねて表示するハイブリッド型ファインダ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学式ビューファインダと電子ビューファインダの両方を併せ持つハイブリ
ッド型ファインダ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　固体撮像素子を搭載し、撮像画像データをカメラ内でデジタル処理して記録媒体に保存
するデジタルカメラにも、従来は、光学式ビューファインダ（以下、ＯＶＦとも記す。）
が設けられ、撮影者はファインダを覗き、被写体の構図などを目視し、シャッタボタンを
押す様になっていた。
【０００３】
　しかし、近年のデジタルカメラは、光学式ビューファインダを設けずに、カメラ背面に
設けた大型液晶表示装置に固体撮像素子から出力されるスルー画像を表示し、ファインダ
代わりとするのが一般的となっている。
【０００４】
　しかしながら、カメラ背面の大型液晶表示装置にスルー画像を表示する形式のデジタル
カメラでは、このスルー画像を確認するためにカメラを顔から離して見なければならず、
シャッタボタンを押したとき手振れが発生してしまうという問題がある。また、固体撮像
素子から出力され画像処理されたスルー画像を表示するため、実際の被写体の状態に比べ
て若干のタイムラグが存在するという課題もある。
【０００５】
　これに対し、光学式ビューファインダの代わりに、電子ビューファインタ（以下、ＥＶ
Ｆとも記す。）を搭載したデジタルカメラもある。電子ビューファインダは、小さなファ
インダの覗き窓内に小型液晶表示装置を設け、ここに固体撮像素子から出力されるスルー
画像を表示し、撮影者に被写体の構図などを確認させるものである。
【０００６】
　しかしながら、電子ビューファインダは、スルー画像を表示する小型液晶表示装置の画
素数が少ないため、粗い画像しか表示できず、撮影者が被写体の細かな部分の確認ができ
ないという課題がある。また、上記と同様に、固体撮像素子から出力され画像処理された
スルー画像を表示するため、実際の被写体の状態に比べて若干のタイムラグが存在すると
いう課題もある。
【０００７】
　近年のデジタルカメラには、上述した種々の問題や課題がある他、カメラファンの中に
は、光学式ビューファインダの復活を望む声も多い。このため、例えば下記の特許文献１
に記載されている様なハイブリッドなファインダ装置が考えられている。
【０００８】
　このハイブリッドなファインダ装置は、光学式ビューファインダの光路の途中に斜め４
５度のハーフミラーを置き、このハーフミラーに、小型液晶表示装置の画面に表示した画
像の光を投射する構成となっている。そして、光学式ビューファインダを通した被写体の
光像と、小型液晶表示装置の表示画面（電子ビューファインダの表示画像）の画像のいず
れか一方を選択してファインダ接眼レンズを通して撮影者の目に投影し、或いは、両者を
混合して撮影者の目に投影する。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００９】
【特許文献１】特開平３―２９２０６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ハイブリッド型のファインダ装置をデジタルカメラに搭載し、電子ビューファインダで
被写体のスルー画像を表示する場合、その被写体画像は、カメラに設けられた撮影レンズ
を通して得られた画像となる。これに対し、光学式ビューファインダで見ることができる
被写体光像は、撮影レンズとは別に設けられたファインダ窓から被写体を覗いた像となる
。
【００１１】
　つまり、電子ビューファインダで見る被写体画像と、光学式ビューファインダを通した
被写体光像とは、被写体を見る視点に角度差のずれ即ちパララックスが生じている。
【００１２】
　このため、例えば被写体人物がファインダ窓の方向を見ているため光学式ビューファイ
ンダ内の被写体光像の視線がカメラに合っていると判断した撮影者がシャッタボタンを押
下して被写体画像を撮像すると、この被写体画像の視線が、実際にはずれている、という
ことが起こる。
【００１３】
　このパララックスがあるため、光学式ビューファインダと電子ビューファインダとを単
純に切り替えて使用したり両方の画像を単純に合成したりするだけでは、使い勝手の良い
ハイブリッド型ファインダ装置をユーザに提供することはできない。
【００１４】
　本発明の目的は、撮影者に与えるパララックスによる錯誤を抑制し、光学式ビューファ
インダによる被写体光像と電子ビューファインダによる被写体画像とを見やすく合成する
ことができるハイブリッド型ファインダ装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明のハイブリッド型ファインダ装置は、被写体の方向に向けられるファインダ窓と
、該ファインダ窓から入射する前記被写体の光像を覗く撮影者側ファインダ覗き窓と、前
記ファインダ窓と前記撮影者側覗き窓との間に設けられ前記被写体の光像を前記撮影者側
ファインダ覗き窓の方向に透過するハーフミラーと、該ハーフミラーに表示画像を投射し
て前記撮影者側ファインダ覗き窓の方向に反射させる表示装置と、前記ハーフミラーの前
記ファインダ窓側に設けられ前記被写体の前記光像のうちの一部領域を遮光するシャッタ
手段と、撮影レンズを通して撮像素子が撮影した前記被写体の撮像画像のうちの一部画像
に該当する前記光像上の前記一部領域の位置をパララックス量に基づき算出して前記シャ
ッタ手段を制御すると共に該一部画像を前記表示装置に表示し前記光像に重ねる表示制御
手段とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、光学式ビューファインダによる被写体光像（ＯＶＦ光像）の一部を、
撮像素子で撮像した被写体画像（ＥＶＦ画像）の一部に置き換えて表示するため、ＯＶＦ
画像と必要なＥＶＦ要部画像とを同時に一画面内で確認でき、撮影者にとって使い勝手の
良いハイブリッド型ファインダ装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係るデジタルカメラの外観斜視図である。
【図２】図１に示すデジタルカメラの内部構成図である。
【図３】光学ビューファインダを通した光学像の一例（ａ）と、この光学像に重ねて表示
するＥＶＦによる情報の一例（ｂ）を示す図である。
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【図４】図３（ａ）と図３（ｂ）重ねて表示した例を示す図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る表示制御方法の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図６】本発明の第１実施形態の説明図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る表示制御方法の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図８】本発明の第３実施形態に係る表示制御方法の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図９】本発明の第３実施形態の説明図である。
【図１０】本発明の第４実施形態の説明図である。
【図１１】図１０（ｂ）に示すＯＶＦシャッタの拡大説明図である。
【図１２】本発明の第５実施形態の説明図である。
【図１３】本発明の第６実施形態の説明図である。
【図１４】本発明の第７実施形態の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の一実施形態に係るコンパクトタイプのデジタルカメラの外観斜視図で
ある。本実施形態の撮像装置であるデジタルスチルカメラ１０は、矩形の筐体１１を備え
、正面中央に沈胴式のレンズ鏡筒１２が設けられ、レンズ鏡筒１２内に撮影レンズ（焦点
位置合わせレンズやズームレンズ等）１３が収納されている。
【００２０】
　筐体１１の上端面の片側にはシャッタレリーズボタン１４が設けられ、シャッタレリー
ズボタン１４とは反対側の角の筐体１１内には、詳細は後述するハイブリッド形式のファ
インダ装置１５が設けられている。ファインダ装置１５の被写体側ファインダ窓１６が、
筐体１１正面の角部に設けられ、その背面側に、ファインダ装置１５の撮影者側覗き窓１
７が設けられている。
【００２１】
　図２は、図１に示すデジタルカメラ１０の内部ブロック構成図である。デジタルカメラ
１０は、単板式カラー画像撮像用の固体撮像素子２１と、固体撮像素子２１の前段に置か
れた撮影レンズ１３（ズームレンズを１３ａ、フォーカス用レンズを１３ｂとする。）と
、絞り（アイリス）２４と、固体撮像素子２１の出力信号（撮像画像信号）をアナログ信
号処理するＣＤＳＡＭＰ（相関二重サンプリング（ＣＤＳ），利得制御増幅器（ＡＭＰ）
）２５と、ＣＤＳＡＭＰ２５の出力信号をデジタル信号に変換するアナログデジタル（Ａ
／Ｄ）変換器２６とを備える。なお、固体撮像素子２１は、この例ではＣＣＤ型であるが
、勿論、ＣＭＯＳ型等の他の形式の固体撮像素子でも良い。
【００２２】
　デジタルカメラ１０は、更に、Ａ／Ｄ変換器２６から出力されるデジタル信号でなる撮
像画像信号を取り込む画像入力コントローラ３１と、このデジタルカメラ１０の全体を統
括制御する演算処理装置（ＣＰＵ）３２と、撮像画像信号を画像処理する画像信号処理回
路３３と、固体撮像素子２１から出力される画像データから焦点位置を検出するＡＦ検出
回路３４と、露出量，ホワイトバランスを自動検出するＡＥ＆ＡＷＢ検出回路３５と、ワ
ークメモリとして使用する記憶手段としてのＳＤＲＡＭ３６と、被写体中の「顔」画像を
検出する顔検出回路３７と、被写体中の動体を検出する動体検出回路３８と、画像処理後
の撮像画像データをＪＰＥＧ画像やＭＰＥＧ画像に圧縮する圧縮処理回路３９と、カメラ
背面等に設けられた液晶表示装置４０やファインダ装置１５内の液晶表示装置（ＥＶＦ）
６１に撮像画像やスルー画像，後述の各種情報を表示するビデオエンコーダ４１と、記録
メディア４２に撮像画像データを保存するメディアコントローラ４３と、これらを相互接
続するバス４４とを備える。
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【００２３】
　このデジタルカメラ１０は、更に、ズームレンズ１３ａの駆動モータに駆動パルスを供
給するモータドライバ４６と、フォーカスレンズ１３ｂの位置を駆動するモータに駆動パ
ルスを供給するモータドライバ４７と、絞り２４の絞り位置制御を行う駆動モータに駆動
パルスを供給するモータドライバ４８と、固体撮像素子１１に駆動タイミングパルス（電
子シャッタパルス，読み出しパルス，転送パルス等）を供給するタイミングジェネレータ
４９とを備え、これらは、ＣＰＵ３２からの指令に基づいて動作する。また、ＣＤＳＡＭ
Ｐ２５もＣＰＵ３２からの指令に基づいて動作する。
【００２４】
　ＣＰＵ３２には、更に、撮影モード／再生モードを切り換えるスイッチ５１と、２段シ
ャッタのシャッタレリーズボタン５２とを備え、これらスイッチ５１，５２から入力され
るユーザ指示に基づき、ＣＰＵ３２はデジタルカメラ１０を制御する。更に、本実施形態
のデジタルカメラ１０は、ＣＰＵ３２の指示で動作する液晶ドライバ５３を備え、この液
晶ドライバ５３は、ファインダ装置１５内の後述の液晶シャッタ（ＯＶＦシャッタ）６２
を開閉駆動する。
【００２５】
　ファインダ装置１５は、被写体側ファインダ窓１６と撮影者側覗き窓１７との間に、対
物レンズ６５と、ＯＶＦシャッタ６２と、ハーフミラー６３を内部に持つプリズム６６と
、接眼レンズ６４とがこの順に収納されている。
【００２６】
　ハーフミラー６３は、好適には、５０％の光を透過し５０％の光を反射する例えば銀膜
などで構成されるが、この比率に限るものではない。他の比率、例えば、７０％（又は６
０％）の光を透過し３０％（又は４０％）の光を反射する膜でも良く、或いは逆に、３０
％（又は４０％）の光を透過し７０％（又は６０％）の光を反射する膜でも良く、透過光
と反射光とが両方存在すればよい。
【００２７】
　ハーフミラー６３は、被写体からの入射光軸Ｌに対して斜め４５度に設置されており、
ハーフミラー６３に隣接しかつ入射光軸Ｌに対し平行にＥＶＦ用の前述の液晶表示装置６
１が設けられている。これにより、ハーフミラー６３を透過した被写体からの入射光と、
液晶表示装置６１から発せされハーフミラー６３で反射した光とが重なった状態で撮影者
の目に投影される様になっている。
【００２８】
　液晶表示装置６１には、カメラ背面に設けられた液晶表示装置４０と同じ情報が排他的
に表示される様に図示省略の切り替えスイッチが設けられており、撮影者によって切り替
えられる。液晶表示装置６１への表示情報は、固体撮像素子２１から出力されるスルー画
像情報や、撮影後の撮影画像情報であるが、撮影条件等の情報も表示される。
【００２９】
　ＯＶＦシャッタ６２を「開」状態としかつＥＶＦ用表示装置６１を非表示とすることで
、ファインダ装置１５は光学式ビューファインダ（ＯＶＦ）として使用され、ＯＶＦシャ
ッタ６２を「閉」状態としかつＥＶＦ用表示装置６１を表示することで、ファインダ装置
１５を電子ビューファインダ（ＥＶＦ）として使用されることになる。
【００３０】
　また、ＥＶＦ用表示装置６１に撮影情報等の情報を表示させ、ＯＶＦシャッタ６２を「
開」状態とすることで、被写体の構図を光学式ビューファインダで確認しながら、撮影条
件情報を同時に同一ファインダ枠内で確認することができる。
【００３１】
　図３（ａ）は、ファインダ装置１５の被写体側ファインダ窓１６に入射し、ハーフミラ
ー６３を透過し、撮影者側覗き窓１７を透過して撮影者の目に投影された光学像の一例を
示しており、図２に示す被写体７０の光学像７０ａがファインダ枠７１の中央に映ってい
る。
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【００３２】
　図３（ｂ）は、ＥＶＦ用表示装置６１に表示する撮影条件等の情報の一例を示す図であ
る。画面（ファインダ枠７１）の下側に、プログラム撮影モードであることを示す「Ｐ」
情報７５と、撮影条件情報（シャッタ速度１／２０００秒、絞りＦ＝５．６、ＩＳＯ感度
２００）７６が表示され、右肩に「１９枚」を例示する撮影枚数情報７７が表示されてい
る。また、画面内には、中央部分にフォーカスさせる位置を示すＡＦフレーム枠７８と、
フレーミングガイド線７９とが表示されている。
【００３３】
　図４は、この図３（ａ）と図３（ｂ）の各情報を、ＯＶＦシャッタ６２を「開」にして
重ねた状態を示している。この様にすることで、光学式ビューファインダによる被写体像
に、ＥＶＦによる情報を重ねて表示させることが可能となる。
【００３４】
　ここで注意することは、図３（ｂ）に示す各情報７５～７９を「黒」で表示しないこと
である。光情報で「黒」色を表現することはできず、実際には光を遮光することで「黒」
を表現している。液晶表示装置の場合、黒色にすべき画素位置を遮光してバックライトの
光が前面に漏れでない様にすることで「黒」を表現している。有機発光素子の様に自発光
表示装置の場合には、「黒」を表現する画素位置での発光を停止することで、「黒」を表
現している。
【００３５】
　このため、この「黒」情報と、光学式ビューファインダの光有りの情報とが重ね合わさ
れると、「黒」情報が光有りの「白」になってしまい、黒で表された情報が消えてしまう
。そこで、「黒」での表示は止め、何らかの有彩色で図３（ｂ）に示す各情報７５～７９
を表示する必要がある。
【００３６】
　上述したように、ＥＶＦ用表示装置６１で情報を「黒」表示すると、この情報は光学式
ビューファインダを透過した被写体光像で上書きされてしまい、ＥＶＦ情報は消えてしま
う。これは、逆に言えば、ＥＶＦ用表示装置６１の表示情報のうち、必要な情報は黒以外
の例えば有彩色で表示し、不要な情報は黒で表示しておけば、必要な情報だけを光学式ビ
ューファインダを透過した被写体光像に重ねて表示することが可能なことを意味する。
【００３７】
　以下、本発明の実施形態に係るファインダ装置の表示制御方法について詳述する。本実
施形態では、光学式ビューファインダを透過した被写体光像（以下、ＯＶＦ光像ともいう
。）に、ＥＶＦ用表示装置６１で表示した固体撮像素子２１の出力画像のうちの一部の要
部画像（以下、ＥＶＦ要部画像ともいう。）を重ねて表示する例について説明する。この
場合、ＯＶＦシャッタ（液晶シャッタ）６２は、ＥＶＦ要部画像の位置に対応するＯＶＦ
光像の一部画像を部分的にカット（遮蔽）する様にＣＰＵ３２からの指示によって動作す
る。
【００３８】
　図５は、本発明の第１の実施形態に係るファインダ装置の表示制御方法の処理手順を示
すフローチャートである。先ず、ステップＳ１で、カメラ１０の電源が起動しているか否
かを判定する。起動していない場合には、この図５の処理を終了する。カメラ電源が起動
すると、次のステップＳ２に進み、ハイブリッド型ビューファインダ装置（ＨＶＦ）１５
のハイブリッド表示（ＯＶＦ光像とＥＶＦ画像の重ね合わせ表示）を行うか否かを判定す
る。
【００３９】
　ハイブリッド型ビューファインダ装置１５のハイブリッド表示を行わない場合には、ス
テップＳ６に進み、ＯＶＦ光像のみの表示を行い、この図５の処理を終了する。
【００４０】
　ハイブリッド表示を行う場合には、ステップＳ２からステップＳ３に進み、図２の顔検
出回路３７が、固体撮像素子２１の出力画像の中に「顔」画像が存在するか否かをパター
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ンマッチングで調べる。この顔画像が存在しない場合には、ステップＳ７で撮影条件情報
等の情報のみをＥＶＦ表示し、この図５の処理を終了する。
【００４１】
　ステップＳ３の顔画像検出処理で、顔画像が存在する場合には、その顔画像の存在する
座標と顔画像の大きさを求め、図６（ｂ）に示す様に、ＯＶＦ光像中の「顔」画像の存在
領域に該当するＯＶＦシャッタ６２の一部領域を遮光する（ステップＳ４）。
【００４２】
　ＯＶＦ光像と、撮影レンズ１３を通した固体撮像素子２１の撮像領域との間には、図１
のカメラ１０ではパララックスが存在するため、ＯＶＦ光像の原点位置に対する顔画像の
座標位置（アドレス）と、固体撮像素子２１の撮像領域の原点位置に対する顔画像の座標
位置とはズレが生じている。例えば、図６（ａ）に示すＯＶＦ光像の顔は、視線が撮影レ
ンズ１３の方向に向いているため、撮影者がファインダを覗く視線とは一致していない。
【００４３】
　パララックスは、カメラ１０のファインダ窓１６の位置と撮影レンズ１３との間の予め
既知の固定した位置ズレに起因しているため、撮像画像中の「顔」の位置に対応するＯＶ
Ｆ光像中の「顔」の位置のズレ量を、算出する。
【００４４】
　即ち、ファインダ装置１５と撮影レンズ１３との相対的な位置関係と、各々の焦点距離
とを基にパララックス量を求める。そして、求めたパララックス量から、ＯＶＦ光像すな
わちＯＶＦシャッタ６２における撮影画像画角（上記の「顔」の部分を遮光する領域）の
画素アドレスを求める。
【００４５】
　次に、ＥＶＦ画像に対しても同様に撮影画像画角（上記の遮光した領域）に対応するＥ
ＶＦ用表示装置６１上の画素アドレスを求める。そして、撮影画像画角に対するＯＶＦシ
ャッタ６２及びＥＶＦ用表示装置６１の画素アドレスをマップデータとして保持し、撮影
画像中の「顔」の画素アドレスと前記マップデータとを用い、ＯＶＦシャッタ６２，ＥＶ
Ｆ用表示装置６１の対応する画素アドレスを算出する。撮影レンズのズーム位置ごとに、
上記マップデータを保持することで、撮影レンズ１３のズーム時にも対応することができ
る。
【００４６】
　図６（ｃ）は、撮像画像中の「顔」画像を切り出した図である。この「顔」画像をＥＶ
Ｆ用表示装置６１に表示すべく用意する。このとき、顔画像以外の領域は、上述した様に
、「黒」表示としておけば、この黒表示領域はＯＶＦ光像によって上書きされる。この黒
表示領域に、図示するように、撮影条件情報や電池残量等の情報を表示することも可能で
ある。
【００４７】
　図５のステップＳ５では、ＥＶＦ用表示装置６１に顔画像を表示する。これにより、図
６（ｄ）に示す様に、ＯＶＦ光像中の「顔」部分だけがＥＶＦ要部画像（図６（ｃ）の顔
画像）に置き換えられて表示されることになる。このＥＶＦ要部画像である「顔」は、撮
影レンズ１３の方向を見ているため、ファインダを覗く撮影者と視線が合うことになる。
【００４８】
　ＯＶＦ光像のうち顔部分を遮光することになり、遮光枠部分の光像は実際にはぼやける
ことになる。しかし、この領域は、ＥＶＦ画像とＯＶＦ光像とが重なって表示されるため
、不自然さはなくなる。
【００４９】
　この様に、本実施形態によれば、主要被写体の「顔」はＥＶＦ要部画像で確認し、それ
以外はＯＶＦ光像で確認できるため、撮影者にとって使い勝手の良いファインダ装置を提
供可能となる。
【００５０】
　図７は、本発明の第２実施形態に係るファインダ装置の表示制御方法の処理手順を示す
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フローチャートである。図５の実施形態の処理手順に比較して、ステップＳ２とステップ
Ｓ３との間に２段シャッタボタンの１段目のＳ１スイッチ押下を判定する処理ステップＳ
１１を設けている。
【００５１】
　即ち、本実施形態では、Ｓ１スイッチ押下で初めてステップＳ３の顔検出を行い、Ｓ１
スイッチが押下されないときステップＳ７で撮影条件情報等の情報をＥＶＦ表示し、この
図７の処理を終了する。
【００５２】
　Ｓ１スイッチ押下でステップＳ３に進み、顔画像が固体撮像素子２１の撮像画像中で検
出されない場合にはこの図７の処理を終了し、顔画像が検出された場合には、図５の処理
と同様にステップＳ４，Ｓ５と進み、この図７の処理を終了する。
【００５３】
　図８は、本発明の第３実施形態に係るファインダ装置の表示制御方法の処理手順を示す
フローチャートである。基本的な処理手順は、図５のフローチャートと同じである。
【００５４】
　本実施形態では、ステップＳ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ６，Ｓ７の処理は図５の実施形態と同
じである。ステップＳ３で、固体撮像素子２１による撮像画像（スルー画像）中の顔画像
を検出するが、この段階でのＯＶＦシャッタ６２による一部遮光は行わず（図９（ｂ）参
照）、ステップＳ３の次のステップＳ１２では、図９（ｃ）に示す様に、撮影条件情報等
と顔の検出枠だけをＥＶＦ用表示装置６１に表示する。顔の検出枠表示により、撮影者は
、カメラが顔検出を行っていることを知ることができる。
【００５５】
　ステップＳ１２の次に、２段シャッタのＳ１スイッチ押下を待機し（ステップ１１）、
Ｓ１スイッチが押下されてステップＳ４に進んだとき、初めて検出枠内をＯＶＦシャッタ
６２で遮光する。これにより、ステップＳ５で、検出枠内に固体撮像素子２１の撮像画像
データから切り出された顔画像（ＥＶＦ要部画像）がＯＶＦ光像の顔に代わって表示され
る（図９（ｄ））。
【００５６】
　この様に、本実施形態では、Ｓ１スイッチ押下までは常にＯＶＦ光像をファインダ内で
確認し、Ｓ１スイッチ押下で初めてＥＶＦ要部画像を表示するため、使い勝手の良いファ
インダ装置をユーザに提供可能となる。
【００５７】
　図１０（ａ）～（ｄ）は、本発明の第４実施形態に係るファインダ装置の表示制御方法
の説明図である。図１０（ａ）は図６（ａ）と同じである。
【００５８】
　図５，図６の実施形態では、ＯＶＦシャッタ６２で一部領域を遮光したが、この遮光は
一部領域の全領域で１００％の遮光を行っている。これに対し、本実施形態では、図１０
（ｂ）に示す様に、一部領域内の遮光状態を徐々に変化させている。これを拡大したのが
図１１であり、一部領域の全領域を１００％遮光するのではなく、遮光領域を周囲から中
央に向かって徐々に段階的に遮光率を上げている。
【００５９】
　図示する例では４段階で遮光率を変え、中心部分で１００％遮光、一部領域の最外周囲
部分で３０％遮光、その間を、５０％遮光、８０％遮光と、徐々に遮光率を変えている。
遮光枠外側は、黒表示としている。
【００６０】
　この様な遮光を行うことにより、これにＥＶＦ要部画像を重ねた場合、中央部分の１０
０％遮光領域ではＥＶＦ要部画像が１００％となり、その周囲の８０％遮光領域ではＥＶ
Ｆ要部画像が８０％でＯＶＦ光像が２０％混じった画像となり、その周囲の５０％遮光領
域では、ＥＶＦ要部画像とＯＶＦ光像とが５０％づつ混じった画像となり、その周囲の３
０％遮光領域では、ＥＶＦ要部画像が３０％でＯＶＦ光像が７０％混じった画像となる（
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図１０（ｃ）（ｄ）参照）。
【００６１】
　図５，図６の実施形態の様に一部領域の全領域を１００％遮光すると、この遮光領域に
ＥＶＦ要部画像がハメコミ合成されるため、少し違和感のある画像となるが、本実施形態
では、ハメコミ合成の様な感じを撮影者に与えることなく、自然な画像を合成して撮影者
に提供可能となる。
【００６２】
　図１２は、本発明の第５実施形態に係る表示制御方法の説明図である。図１２（ａ）に
示す様にＯＶＦ光像をファインダ装置１５に表示させた状態で被写体の顔検出を行い、検
出した顔画像を遮光すべく、ＯＶＦシャッタ６２の一部領域を図１２（ｂ）に示す様に遮
光する。この場合、本実施形態では、顔画像だけを拡大表示するため、遮光領域を、顔画
像検出領域の、例えば縦横夫々２倍の領域としている。
【００６３】
　そして、図１２（ｃ）に示す様に、固体撮像素子２１の出力画像の中から検出した顔画
像を拡大してＥＶＦ用表示装置６１に表示し、図１２（ｄ）に示す様にＯＶＦ光像にＥＶ
Ｆ要部画像（拡大顔画像）を合成する。
【００６４】
　本実施形態では、顔画像が拡大表示されるため、顔画像の細かな部分も確認可能となる
。例えば、その視線の確認が容易となる。なお、拡大した顔画像を合成する場合、ＯＶＦ
光像の顔位置に正確に合成しなくても良い。また、他の位置、例えばファインダ枠の隅に
合成しても良い。この場合は、ＯＶＦ光像の遮光する一部領域は、顔画像の表示領域に合
わせる必要がある。この実施形態では、「顔画像」を例に説明したが、顔画像に限るもの
ではなく、撮像画像中の主要被写体画像にもこの実施形態を同様に適用できる。
【００６５】
　図１３は、本発明の第６実施形態に係る表示制御方法の説明図である。いままでの各実
施形態では、要部画像を人物画像の「顔画像」としたが、要部画像を顔画像とする必要は
ない。例えば、ＯＶＦ光像（図１３（ａ）に対して画面下半分程度の画像や近景画像を遮
光（図１３（ｂ））し、これに図１３（ｃ）の要部画像を重ねて表示（図１３（ｄ））と
しても良い。
【００６６】
　この場合、要部画像に対して撮影者が意図する所定の画像処理を施した画像（ホワイト
バランスゲインを変えた画像、露出補正を施した画像、ダイナミックレンジを変えた画像
、カラー（ビビッド，白黒，セピアなど）を変えた画像、シャープネスを変えた画像等）
とすることで、本撮影を行う前に撮影者はファインダを覗き要部画像とＯＶＦ光像とを比
較し確認しながら撮影条件や画像処理条件等を勘案して本撮影を行うことができる。
【００６７】
　なお、この様に、画面全体を上下に２分すれば良い場合には、液晶シャッタ６２を用い
ても良いが、例えばファインダ装置１５の上下方向に遮蔽板（シャッタ膜）を機械的に移
動させる簡易的なシャッタ手段を用いることができ、撮影シーンに応じて遮蔽膜を移動位
置を調整することでも良い。
【００６８】
　なおまた、画面を左右に分割して左側又は右側に画像処理した要部画像を表示するよう
にしても良いことはいうまでもない。
【００６９】
　図１４は、本発明の第７実施形態に係る表示制御方法の説明図である。本実施形態では
、カメラ側は固体撮像素子２１の出力画像を解析し、主要被写体を画像中から識別する。
図１４（ａ）に示すＯＶＦ光像には、主要被写体として人物と富士山とが入っている。主
要被写体が複数存在したときは、主要被写体を示す枠をＯＶＦ光像に重ねてＥＶＦ表示し
、撮影者がいずれかの枠を指定できるようにしても良い。
【００７０】
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　主要被写体が決まれば、図１４（ｂ）に示す様に、この主要被写体枠に該当する領域を
ＯＶＦシャッタ６２で遮光する。また、図１４（ｃ）に示す様に、この主要被写体枠内の
ＥＶＦ要部画像を固体撮像素子２１の出力画像から切り出してＥＶＦ用表示装置６１に表
示し、図１４（ｄ）に示す様に、ＯＶＦ光像にＥＶＦ要部画像を重ねて表示する。
【００７１】
　上述した実施形態では、パララックスを持つコンパクト型デジタルカメラを例に説明し
たが、一眼レフタイプでパララックスが存在しないデジタルカメラでも、ハイブリッド型
ファインダ装置を搭載できるデジタルカメラであれば、上述した実施形態をそのまま適用
可能であり、ＯＶＦ光像にＥＶＦ要部画像を合成して表示し、撮影者の使い勝手を向上さ
せることができる。
【００７２】
　なお、上述した説明では、個々の実施形態を別々に説明したが、複数の実施形態を組み
合わせて実施することも可能である。例えば図１２の実施形態に図１１の実施形態を併せ
て実施することも可能であり、図１４の実施形態に図１３の実施形態を併せて実施しても
良い。
【００７３】
　上述した実施形態のハイブリッド型ファインダ装置は、被写体の方向に向けられるファ
インダ窓と、該ファインダ窓から入射する前記被写体の光像を覗く撮影者側ファインダ覗
き窓と、前記ファインダ窓と前記撮影者側覗き窓との間に設けられ前記被写体の光像を前
記撮影者側ファインダ覗き窓の方向に透過するハーフミラーと、該ハーフミラーに表示画
像を投射して前記撮影者側ファインダ覗き窓の方向に反射させる表示装置と、前記ハーフ
ミラーの前記ファインダ窓側に設けられ前記被写体の前記光像のうちの一部領域を遮光す
るシャッタ手段と、撮影レンズを通して撮像素子が撮影した前記被写体の撮像画像のうち
の一部画像に該当する前記光像上の前記一部領域の位置をパララックス量に基づき算出し
て前記シャッタ手段を制御すると共に該一部画像を前記表示装置に表示し前記光像に重ね
る表示制御手段とを備えることを特徴とする。
【００７４】
　また、実施形態のハイブリッド型ファインダ装置の前記表示制御手段は、前記ファイン
ダ窓の位置と前記撮影レンズの位置との相対位置関係と各々の焦点距離とに基づき前記パ
ララックス量を算出することを特徴とする。
【００７５】
　また、実施形態のハイブリッド型ファインダ装置の前記表示制御手段は、前記シャッタ
手段の前記遮光する一部領域における遮光率を該一部領域の中心領域から外側領域に向け
て徐々に小さく制御することを特徴とする。
【００７６】
　また、実施形態のハイブリッド型ファインダ装置の前記表示制御手段は、前記撮像画像
の中から主要被写体の画像を検出し、前記一部領域として前記光像のうち前記主要被写体
に該当する光像の領域を遮光すると共に、前記一部画像として前記主要被写体の撮像画像
を前記表示装置に表示することを特徴とする。
【００７７】
　また、実施形態のハイブリッド型ファインダ装置の前記表示制御手段は、前記撮像画像
の中から顔画像を検出し、前記一部領域として前記光像のうち顔の画像を遮光すると共に
、前記一部画像として前記顔画像を前記表示装置に表示することを特徴とする。
【００７８】
　また、実施形態のハイブリッド型ファインダ装置の前記表示制御手段は、前記一部領域
を撮影者が指定した領域として前記光像のうちの該一部領域を遮光し、前記一部画像とし
て前記撮像画像の中の前記一部領域に該当する画像を前記表示装置に表示することを特徴
とする。
【００７９】
　また、実施形態のハイブリッド型ファインダ装置の前記表示制御手段は、前記一部画像
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を前記表示するとき該一部画像に対して所定の画像処理を施して表示することを特徴とす
る。
【００８０】
　また、実施形態のハイブリッド型ファインダ装置の前記表示制御手段は、前記撮像画像
の中から主要被写体画像（例えば、顔画像）を検出し、前記一部領域として前記光像のう
ち前記主要被写体の画像の拡大領域を遮光すると共に、前記一部画像として前記主要被写
体画像を拡大した画像を前記表示装置に表示することを特徴とする。
【００８１】
　また、実施形態のハイブリッド型ファインダ装置の前記表示制御手段は、２段シャッタ
レリーズボタンの第１段シャッタのロック前は前記撮像画像から検出した顔画像の検出枠
だけを前記表示装置に表示し、該ロック後に前記一部画像として前記顔画像を前記光像に
重ねて表示することを特徴とする。
【００８２】
　以上述べた様に、実施形態によれば、ＯＶＦ光像のうち所要の部分領域を遮光し、該遮
光領域に該当する固体撮像素子の出力画像（ＥＶＦ要部画像）を切り出し、ＯＶＦ光像に
ＥＶＦ要部画像を重ねて表示するため、撮影者にとって使い勝手の優れたハイブリッド型
ファインダ装置を提供することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８３】
　本発明に係るファインダ装置によれば、細かな部分も視認できる自然そのままの状態を
見ることができるＯＶＦ光像と、その一部を画像処理可能なＥＶＦ画像としてＯＶＦ光像
と同時に１画面内で確認でき、撮影者にとって使い勝手が優れ、撮影の補助となるファイ
ンダ表示を行うことができるため、デジタルカメラに適用すると有用である。
【符号の説明】
【００８４】
１０　デジタルカメラ
１１　筐体
１３　撮影レンズ
１５　ハイブリッド型ファインダ装置
１６　被写体側ファインダ窓
１７　撮影者側覗き窓
２１　固体撮像素子
３２　ＣＰＵ
３３　画像信号処理回路
６１　ＥＶＦ用表示装置
６２　ＯＶＦシャッタ
６３　ハーフミラー



(13) JP 2012-65294 A 2012.3.29

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(14) JP 2012-65294 A 2012.3.29

【図５】 【図６】
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